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創業するには資金が必要です。自己資金を準備するという堅実な姿勢が大切です。融資制度の利用には自
己資金が必要となる場合もあります。また、計画通りに進まないこともあります。リスクに備えるために
も自己資金は必要不可欠です。

また、取り扱う商品やサービスのセールスポイント・どのようなニーズがあるのかを文書に整
理しましょう。

ここまで来たらいよいよ創業準備スタートです。 創業計画書を作成しましょう。



事業形態には大きく分けて2つ（法人・個人）の形態が

不良在庫によって、  想定していた粗利益よりも低くなることを十分考慮しましょう。

あり、それぞれのメリッ卜とデメリッ卜を知っておきましょう。
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を極力抑えた計画になっているか十分検討し、無理のない計画にするよう見直しを行い
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・事業承継

こんな時にご利用ください

■今までの経営を見直したい

■新たな商品やサービスの提供、  新技術を開発したい

■販路を拡大したい

■事業承継の準備を始めたい

■商取引に必要な契約書を作りたい

■店舗・工場の診断をしてほしい

■特許・実用新案の申請方法を知りたい



1.21

伊勢市岩渕2

〒510-0086 四日市市諏訪栄町1-12
朝日生命四日市ビル

丁目5-1 三銀日生ビル

①1.60％（年率0.45％～1.50％）
②1.70％（年率0.45％～1.60％）

①設備資金７年以内 運転資金5年以内
②設備資金10年以内 運転資金7年以内

※令和元年8月1日現在

創業扱い

原則法人代表者を除き

四日市市諏訪町4-5
四日市市諏訪町ビル5階〒510-0085059-353-9161

設備資金 20年以内（2年以内）
運転資金   7年以内（2年以内）

関係資料 P13～19
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2.16～2.35％（融資額2,000万円
までの無担保・無保証人の場
合）※返済期間・担保の有無に
よって利率が異なります。

創業扱いに該当し、商工会
議所の創業支援を受ける者

認定経営革新等支援機関の
指導及び助言を受けている
者

融資

設備資金10年以内（1年以内）
運転資金10年以内（1年以内）

7.2億円（うち運転資金2.5億円）
（国民生活事業）

7,200万円（うち運転資金4,800万円）

※みえ経営向上支援扱い 1.40％
※倒産防止共済扱い　　 1.50％

㈱ ㈱

株式会社 

認定経営革新等支援機関

2,500万円2,000万円

その他融資制度の詳細は各機関におたずねください。



関係資料 P20～26

　農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業を営んでいる事業から生ずる所得を「事業所
得」といいます。事業所得が生じる方は、税務署への届出が必要です。また、帳簿を備え付け、これらの業務に係
る取引を記録し、一定期間保存することが義務付けられています。その年分の所得がある場合は、原則として所得
税の確定申告をしなければなりません。また、一定の要件を満たすと消費税の確定申告もしなければなりません。
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純
損
失
の
繰
越
控
除

損失（赤字）が発生した
場合、その赤字を翌年
に 繰り越し、翌 年 以後
3年間の黒字の所得か
ら控除することができ
ます。

収支

・その年12月31日現在で年齢が15
歳以上とすること。

・事業に専ら従事すること。
・事前に提出された届出書に記載さ

れた金額の範囲内にすること。
・専従者の労務の対価として適正な

金額にすること。
・事業主と生計を一つにすること。

・正規の簿記の原則、  一般的には複
式簿記により記帳すること。 定期的に、商工会議所に

帳簿類を持参していただ
き、記帳の仕方から決算
まで丁寧に指導します。

令和2年分（2020年）から青色申告特別控除額が
変わります。
現　65万円 → 改正後　55万円
ただし、e-Taxによる申告（電子申告）又は電子
帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特
別控除が受けられます。

下記の要件をみたす場合最高65万
円の所得控除を受けることができま
す。また、下記以外で簡易な簿記によ
り記帳している場合は最高10万円の
所得控除を受けることができます。

収支内訳書

青色申告特別控除について

帳簿のつけ方や確定申告の計算方法でお困りの方や、  消費税の10％への増税
に伴い実施される軽減税率に関するご相談など、  お気軽にご相談ください。



関係資料 P27～31

厚生年金保険

労働者の老齢、障害又は死亡
について保険給付を行い、労
働者及びその遺族の生活の
安定に寄与することが目的

法人の事業所は事業の種類を問わず、1人でも従業員がいれ
ば強制適用となります。個人の事業所の場合は任意適用事業
所を除く一定の事業所の場合、常時5人以上の従業員が働い
ている場合に強制適用事業所となリます。

労働者（パートタイマー、アルバイト含む）を一人でも雇用し
ていれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業と
なります。（例外あり）

労働者又はその被扶養者の
業務災害以外の疾病、負傷も
しくは死亡又は出産に関して
保険給付を行い、生活の安定
に寄与することが目的

労働者が失業した場合に必
要な給付を行うことにより、労
働者の生活及び求職活動を
容易にすること等が目的

業務上の事由又は通勤によ
る労働者の負傷、疾病、障害、
死亡等に対して必要な保険
給付を行い、労働者の復帰の
促進と遺族の援護が目的

日本年金機構年金事務所
日本年金機構年金事務所
全国健康保険協会（協会けん
ぽ）各支部

公共職業安定所
（ハローワーク） 労働基準監督署

１ヵ

※4分の3以下であっても、特定の条件を満たすと適用対象となります。

月の所定労働日数及び１日の所定労働時間が、 一般社員
のおおむね４分の３以上であること。（臨時的な雇用でない
こと）

・１週間の所定労働時間が
20時間以上であること

・31日以上継続して雇用が
見込まれること

雇用形態の如何を問わず、全
ての労働者が加入の対象と
なります。

常時使用労働者が300人（卸売・サービス業の
場合は100人、金融・保険•小売・不動産業の場
合は50人）以下であれば委託できます。
労働保険の加入手続・委託については、商工会
議所労働保険事務組合へご相談ください。

・事業主の行う事務処理が軽減されます。

・事業主（１人親方制度を除く）や家族従
業員も労災保険に特別加入することがで
きます。
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・ ・

・保険料は年1回払いが原則ですが、金額
に関係なく3回に分納できます。
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す。
※令和2年3月末日をもって商工会議所での、GS1コードの受付業務が終了となります。なお、4月以降の新規・更
新等の紙での申請は、申請者が直接、流通システム開発センターへ郵送していただくようになります。



※取り扱いのない商工会議所もあります。

る従常時使用す 業員が20人（商
業とサービス業（宿 泊 業、娯 楽
業を除く）では5人）以下の個人
事 業 主 やその 経 営 に 携 わる共
同経営者（2人まで）、会社等の
役 員、一 定 規 模 以 下 の 企 業 組
合、 協業組合、 農事組合法人の
役員の方です。
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1年以上継続して事業を行ってい
る従業員数または資本金のいず
れかが以下の範囲内である会社
又は個人の中小企業者・企業組
合、協業組合 等

従業員数または資本金のいずれ
かが以下の範囲内である会社又
は個人の中小企業者に常時雇用
されている従業員。

製造業・建設業・運送業 その他 一般業種（製造業・建設業 等）
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経営計画

総合相談  経営支援課  経営支援班

ステップ 1以上
・日本政策金融公庫の地域
活性化・雇用促進資金（特
別利率 A）の利用が可能

・三重県中小企業融資制度（み
え経営向上支援資金、小規模
事業資金（みえ経営向上支援

扱い））

ステップ2以上
・専門家派遣
（サービス産業等の小規模
企業現場改善支援、3回
まで無料）

※平成 30 年度～
　貸付利率の軽減措置（▲0.4％）
1.4％→1.0％（当初 3年間の軽減）

関係資料 P32～36

申請書様式は、以下のホームページからダウンロードできます。
http://www.pref.mie.lg.jp/common/05/ci400013324.htm

※支援策については、別途、実施機関による適否の審査があります。
※業種、法人の形態によっては、支援策を利用できない場合があります。

三重県版経営向上計画について
制度の目的

制度の内容

三重県版経営向上計画

■収支計画、資金計画を含む
　実践サポート

■実施計画の実行をサポート

■計画づくりをサポート

　三重県版経営向上計画は、平成26年4月1日施行の「三重県中小企業・小規模企業振興条例」第16条に基づき、
創設した制度です。三重県内中小企業・小規模企業の経営向上に対する主体的な努力を促進し、その挑戦を後押
しするだけでなく、意欲を引き出すため、多様な中小企業・小規模企業がその発展段階に応じて作成する計画を
認定し、中小企業・小規模企業の成長と三重県経済の活性化を図ることを目的としています。



10

制度利用のポイント

国
（事業分野別の主務大臣）

申 請 認 定

経営力向上計画

中小企業者等

中小企業・小規模事業者
中堅企業

申請を
サポート 例

【ポイント１】申請書様式は３枚

【ポイント２】計画策定をサポート

【ポイント３】計画実行のための3種類の支援措置をご用意

　生産性を高めるための設備を取得した場合、中小
企業経営強化税制（即時償却等）により税制面か
ら支援

　計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援（融
資・信用保証等）

　認定事業者に対する補助金における優先採択
他社から事業承継等を行った場合、不動産の権利
移転に係る登録免許税・不動産取得税を軽減
業法上の許認可の承継を可能にする等の法的支援

　中小企業等経営強化法が平成28年7月1日より施行され、「経営力向上計画」を作成し、申請・認定されると
支援措置を受けることができるようになりました。
　「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向
上するために実施する計画です。
　また、計画申請においては、商工会議所をはじめとする経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能
です。

①企業の概要、②現状認識、③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標、
④経営力向上の内容、⑤事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限ります。）など簡単な計
画等を策定することにより、認定を受けることができます。

経営革新等支援機関（商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等）に計画策定の支援を受ける
ことができます。また、ローカルベンチマークなどの経営診断ツールにより、計画策定ができるようにし
ています。

○税制措置・・・認定計画に基づき取得した一定の設備や不動産について、法人税や不動産取得税等の特
例措置を受けることができます。

○金融支援・・・政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調
達に関する支援を受けることができます。

○法的支援・・・業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債
務引受に関する特例措置を受けることができます。

・商工会議所・商工会・中央会
・地域金融機関
・士業等の専門家　　　　　等

○経営力向上計画（経営力向上計画相談窓口）
中小企業庁　事業環境部　企画課

経営力向上計画について

制度の概要

TEL 03-3501-1957 （平日9：30-12：00，13：00-17：00）

申請書様式は、以下のホームページからダウンロードできます。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

経営強化法

【支援措置】

経営革新等支援機関



三重県よろず支援拠点
〃
〃

〃

くわなサテライト
まつさかサテライト

三重県事業引継ぎ支援センター

三重県知財総合支援窓口     津窓口
北勢窓口

総合相談・経営支援課

〈ホームページアドレス〉http://www.miesc.or.jp

経営支援班

総合相談・経営支援課
経営支援班

（ファンド担当）

三重県中小企業再生支援協議会

三重県プロフェッショナル人材戦略拠点

059-253-4355

059-271-5780

0594-24-1515
0598-54-2929

059-356-8181

TEL 059-253-3888

高度部材
（四日市市鵜の森1-4-28） TEL 059-327-5830イノベーションセンター（AMIC）

・売
　人が欲

り上げを上げるため営業の得意な
しい

・経営者の片腕になれる人がほしい
・海外進出をするために責任者がほしい
・新製品、新技術の開発を行うための

リーダーがほしい
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/amic/

農商工連携し新事業に対して補助金を受
けたい



5丁目5-45

http://www.pref.mie.lg.jp/kougi/hp/

http://www.smrj.go.jp/institute/seto/

http://www.mirasapo.jp/

12

045-330-1818

　食と医薬品研究課 TEL 059-234-8462



④保証承諾

③
申
込
書
提
出

②
連
絡

⑤通知 ⑥通知

①申込

⑦融資申込

⑧融資実行

経営指導

取扱金融機関

商工会議所

三重県信用
保証協会

小規模事業者
（申込人）

①申込 ②調査 ③審査

審査会

④推薦 ⑤審査

商工会議所 ㈱日本政策金融公庫
国民生活事業

経営指導員 会頭

⑥融資決定実行

【申込みから融資までの流れ】

　商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の方が、三重県内の金融機関、三重県信用保証協
会及び三重県が協調し、不足する担保力等を補完し円滑な資金調達を図り、経営力向上・経営基盤の強化を支援す
るための融資制度です。詳しくは三重県信用保証協会までご連絡ください。

【申込みから融資までの流れ】
①申込人が、申込書に必要書類を添えて商工会
議所に斡旋を依頼。

②③商工会議所は、経営指導状況に照らし融資
が適当と認めたときは、金融機関に連絡の上、
三重県信用保証協会に斡旋書を添えて申込む。

④三重県信用保証協会は、融資が適当と認めた
ときは金融機関に保証書を発行。

⑤⑥三重県信用保証協会は、斡旋した商工会議
所を経由し、申込人に保証決定の有無を通知

　する。
⑦⑧金融機関は申込人と契約の上に融資実行。

【ご利用できる方（チェックリスト）】

マル経 小規模 項　　　　　　　　　　　　目

□ □ 常時使用する従業員が20人以下（商業・サービス業は５人以下（宿泊業・娯楽業20人以下））の法人・個人事業主で
ある。（従業員数は、事業主及び家族従業員、法人役員は除く。）

□ □ 納期が到来している所得税・法人税・事業税・市県民税等すべて完納している。

□ 商工会議所の経営指導を原則６か月以上受けている。　　
ただしＩＴ等を活用し財務会計の透明化を図り、随時財務状況を確認できる場合は指導期間を短縮できる。

□ 商工会議所の経営指導を受けている。

□ 県内に主たる事業所又は営業所があり、原則として引き続き１年以上同一事業を営んでいる。

□ 最近1年以上、商工会議所の地区内で事業を営んでいる。

□ 商工業者であり、日本政策金融公庫国民生活事業の対象業種である。

□ 信用保証協会の保証対象業種である。

□ □ 許認可などを必要とする業種は、許認可をうけている。

すべて該当する方がご利用できる方となります。

10 資料【金融】
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　商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の方が、経営改善に必要な資金を、商工会議所
会頭等の推薦に基づき無担保・無保証人扱いでご利用できる㈱日本政策金融公庫の融資制度です。

マル経融資（小規模事業者経営改善資金）

小規模事業資金



生
活
衛
生
同
業
組
合
に
加
入
し
て
い
ま
す
か
？

お客様

日
本
政
策
金
融
公
庫

（
ま
た
は
同
公
庫
代
理
店
）

生活衛生営業
指導センター

県
庁
医
療
保
健
部

食
品
安
全
課

保
健
所

衛
生
指
導
課

Yes の方

Noの方

◆一般貸付

生 活 衛 生
同 業 組 合

◆振興事業貸付

書
類
書
類

書
類
書
類

書
類
書
類

　飲食業、理容業、美容業、旅館業、クリーニング業等を営む企業が衛生面の向上・経営の近代化を図るため、店
舗の新・増・改築や器具・備品の購入等に必要な資金を長期、低利でご利用できる制度です。
※対象業種、事業規模、許認可、生活衛生組合員等の要件によってご利用いただけない場合がございますので、詳しくは（公財）三重県生活衛
生営業指導センター（電話059-225-4181）にお問合せください。

【申込みから融資までの流れ】

【申込に必要な書類】

組織形態 個人の方 法人の方

融資制度 マル経 小規模事業資金 マル経 小規模事業資金

申告・決算書
確定申告書・収支内訳書の直近２期分（写）
決算後６か月以上経過の場合は、試算表（白色申告は収
支内訳書）

確定申告書・決算報告書の直近２期分（写）
決算後６か月以上経過の場合は、試算表

青色単式・白色
申告の場合 主要な貸借勘定をヒアリング 推定バランスシート 主要な貸借勘定をヒアリング 通常の貸借対照表

納税関係
所得税、個人事業税・市県
民税の納期到来分の領収書
又は証明書

県税事務所発行の個人事業
税の納税証明書
（過去３事業年度分）
市町村発行の個人住民税の
納税証明書（過去３事業年度分）

法人税、法人事業税・法人市県
民税の納期到来分の領収書又は
証明書

県税事務所発行の法人事業
税・法人県民税納税証明書
（３年分）

営業確認等

所得税・事業税・消費税の
領収書又は証明書、税務署
の受領印のある申告書の第
一面、申込前と直近６ヶ月
程度の取引が分かる帳票類

最近３か月以内の印鑑証明書
（代表者）（原本）

履歴事項全部証明書 ・履歴事項全部証明書（写）
・定款（写）

法人税・法人事業税・消費税の
領収書又は証明書、税務署の受
領印のある申告書の第一面、申
込前と直近６ヶ月程度の取引が
分かる帳票類

最近３か月以内の印鑑証明書
（代表者及び会社）（原本）

許認可 許認可及び登録証（写）、許可を必要としない建設業の場合は工事台帳等

設備資金については別途見積書が必要です。
小規模事業資金は、信用保証委託申込書・申込人概要・個人情報の取扱いに関する同意書・信用保証委託契約書、マル経は推薦依頼書が別途
必要です。

県生活衛生同業組合名簿
組 合 名 Ｔ　　Ｅ　　Ｌ Ｆ　　Ａ　　Ｘ

理 容 ０５９－２２６－６３００ ０５９－２２５－９３４０

美 容 業 ０５９－２２８－６８４１ ０５９－２２８－９５０６

公 衆 浴 場 業 ０５９－２２８－４２４０ ０５９－２２８－４２４０

ク リ ー ニ ン グ ０５９－２２７－５０１６ ０５９－２２３－１８８６

興 行 ０５９－２２５－７０６４ ０５９－２２５－７０６４

旅 館 ホ テ ル ０５９－２２７－３６２１ ０５９－２２６－９９５２

食 肉 ０５９－２２６－８４０６ ０５９－２２６－８４０６

社 交 飲 食 業 ０５９－２２８－６８６３ ０５９－２２８－６８７９

麺 類 業 ０５９－２２５－６１２６ ０５９－２２５－６１２６

喫 茶 飲 食 ０５９４－２７－７２２７ ０５９４－２７－７２２８

鮨 業 ０５９－２２５－７７５６ ０５９－２２４－６６７０

料 理 業 ０５９－３３５－５３９９ ０５９－３３５－５３９９

飲 食 業 ０５９－２２７－６８２７ ０５９－２２７－６８３２

生活衛生同業組合連合会 ０５９－２２５－４１８１ ０５９－２２８－３２３１

生活衛生営業指導センター ０５９－２２５－４１８１ ０５９－２２８－３２３１

【主な融資制度】

生活衛生関係の事業を営む方（飲食店営業、理容業、美容業、旅館業、クリーニング業の方など） （生活衛生貸付）

ご利用いただける方 ご融資の種類
ご融資限度額

ご返済期間無担保融資 有担保融資

生活衛生関係の事業を営む方 一般貸付 設備資金
7,200万円

～4億8,000万円以内
（業種によって異なります）

13年以内
（業種またはお使いみちに

よって異なります）

振興計画の認定を受けている生活衛生同業
組合の組合員で、生活衛生関係の事業を営
む方

振興事業
　貸付

生活衛生
改善貸付

設備資金

設備資金

1億5,000万円
～7億2,000万円以内

（業種によって異なります）

20年以内

運転資金

運転資金

5,700万円以内 7年以内
10年以内

7年以内

資
料
【
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（担保を不要とする融資）

・税務申告を２期以上行っ
ている方

　4,800万円
・新たに事業を始める方・
税務申告を２期終えてい
ない方

　3,000万円

生活衛生関係業種の方を対象にした融資制度

2,000万円小規模事業者で生活衛生同業組合等の経営
指導を受けている方



「創業・再挑戦アシスト資金」を申込む際に策定する創業計画作成のポイントです。

①

②

④

③

⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

【事業概要】

①業種、事業規模、取引先、顧客などを
総合的に勘案して開業形態をきめてく
ださい。

②立地条件は、商圏、競合などの調査を
行い、投資コストに見合う場所を慎重
に選定しましょう。

③余裕をもったスケジュールを立て、開
業予定日を決めましょう。

④その業種は許認可が必要か確認しま
しょう。

⑤労働力の確保は、事業の収益を大きく
左右し、安易に削減することは難しい
ため、外注扱いも含め慎重に検討しま
しょう。

⑥顧客ニーズにマッチした商品・サービ
スか、客数と価格設定は妥当か検討し
ましょう。

⑦開業動機・目的を明確に説明できるよ
うにしましょう。

⑧知識、技術、ノウハウ、経験は強みと
なります。逆に不足する場合は、どの
ように補うかも検討しておきましょう。

⑨家族からの理解が得られていますか。
前勤務先や取引先等の人脈を活かせま
すか。

【必要な資金及び調達の方法】

⑩設備に必要な資金を正確に把握するた
め業者に見積書を取りましょう。ただ
し、融資が確定していない段階で、契
約や発注はしないようにしましょう。

⑪想定している以上に運転資金は必要と
なります。可能な限り細かく必要なも
の（設備以外）を書き出しましょう。
次にいくら必要となるか積算しましょ
う

⑫自己資金が、必要な資金の合計額の概
ね1/10※に満たない場合は設備投資、経
費を見直し、計画の再検討を行いま
しょう。
※あくまで目安であり、絶対条件ではあ
りません。融資の妥当性は、総合的な
判断となります。

15

創業時の必要な資金調達をお考えの方へ国、県の創業融資制度に必要な
事業計画の記入例

許　可　等 （種類）
〔許可等取得が必要な場合〕 〔許可・免許・登録・認証の別を記入〕

（根拠法）
〔取得すべき許可等の根拠法を記入（（例）食品衛生法）〕

　創業等関連保証・創業関連保証・支援創業
関連保証・再挑戦支援保証の申込みにあたり、
以下のとおり創業・再挑戦計画を提出します。

カ　事業に必要な許認可取得未了（許認可取得見込み（申請状況や取得予定時期等）を具体的に記入してください。）

　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
キ　その他（具体的に記入して下さい　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



⑭

⑮

⑯

⑬ 【収支計画（今後１年間分）】

⑬客単価、数量、営業日など詳細に売上シ
ミュレーションを行いましょう。廃棄ロス
等を加味し想定より原価率を高めに設定し
ておきしょう。経費についても詳細に把握
しましょう。利益から生活費（事業以外の
借入金（年額）も含む）、今回調達する借
入金の返済が賄えるか確認しましょう。ま
た、収支計画の補足資料を別紙に作成して
おくと良いでしょう。

【販売・仕入れ先】

⑭主な販売先は、売上に直結するため可能な
限り、具体的に把握しておきましょう。仕
入先との取引条件は、資金繰りに影響を及
ぼすため可能な限り把握しておきましょう。

【借入金等状況】

⑮現在、借入している住宅ローン、カーロー
ン等すべての借入金を記載してください。

【その他】

⑯この創業計画書は、必要最低限の記載事項
となっていますので、各項目の補足説明は
必要となることから「その他」の欄には
「別紙資料」と記載しておき、できるだけ
詳しく説明された創業計画書を作成するこ
とをお勧めします。

⑰
【自己資金算定額】

⑰

資
料
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8. 自己資金算定額

創業・再挑戦計画書とあわせて、創業等関
連保証の申込時に本書を添付。

自

　己

　資

　金

　等

借

　入

　金

　等

普 通 預 金

定期性預金

有価証券等

入居保証金等

設備充当等

種 類

借 入 先 資金使途 残 存
返済期間

年間返済額の2年分
（2年以内のものは全額）

年 間
返済額

種 類

合 計

金 額

千円

千円千円ヶ月

①

合 計

自 己 資 金 額 （ ① － ② ） ＝

②

③



【１．事業の経験等】

①最終学歴・職業の略歴、特に事
業経験について記載してくださ
い。

②有資格・業種・開業予定日を記
載してください。

③現在、借入している住宅ローン、
カーローン等すべての借入金を
記載してください。

【２．取扱い商品　サービス】

④事業で提供する商品（料理）、
サービス、製品を記載し、全体
に占める売上の割合を記載して
ください。

⑤自社の強み、他社との差別化、
独自性について記載してくださ
い。

【３．取引先・取引条件等】

⑥取引先には売上となる社名、
シェア、回収条件を記載してく
ださい。また、仕入先や外注先
もできるだけ詳しく記載してく
ださい。
⑦従業員・アルバイトの人員と賃
金の支払条件を記載ください。

【４．必要な資金と調達方法】

⑧開業時に必要となる資金を設備、
運転資金に分けて科目ごとに積
算根拠や金額を記載してくださ
い。
　　設備額は可能な範囲で見積書
を取るなどして金額を積算し
てください。設備・運転資金が、
積算できれば、自己資金を記載
し、必要な資金合計から自己資
金額を差し引き、借入希望額に
その差額を記載しましょう。ま
た、借入希望額に10万円未満に
端数がある場合は、自己資金で
調整してください。必要資金合
計と調達金額合計が同額になる
ことを確認しましょう。

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦

⑧

17

創業扱いの「中小企業経営力強化資金」を申込む際に必要な創業計画書・
事業計画書の記入例

調理師
飲食業 ○ 3



【１．現況、新商品の開発または新役務
の内容、課題・重点取組項目、具体
策】

≪創業する目的・動機≫

①最終学歴・職業の略歴、特に事業経験
について記載してください。

≪新商品の開発・新役務の内容≫

②自社の強み、他社との差別化、独自性
について端的に記載してください。

≪経営上の課題項目（創業の場合は重点
取組項目）≫
　
③重点取組項目に○印を付けた項目に対
して、具体的な取組み方法を記載して
ください。

【２．業績推移と今後の計画】

④実績は記載の必要はございません。計
画1年目から最終目標となる５年目ま
での収支計画を作成してください。法
人の収支計算書用の書式になっている
関係上、借入利息等は営業外費用の欄
に入れて作成してください。資産・負
債を見積もることは容易でない為、設
備投資額を資産に、負債は借入金額を
計上し、毎期ごと資産は減価償却費分、
借入返済分を減額すると仮定して作成
する簡易方法でも良いでしょう。

【３．借入金・社債の期末残高推移】

⑤今後の計画④の負債残高と一致するよ
うに、期末の借入金残高を入れてくだ
さい。なお、借入金以外を負債に計上
する場合は、この限りではありません。

【４．計画終了後の定量目標及び達成に
向けた行動計画等】
　
⑥≪定量目標≫は、今後の計画④の最終
目標の売上高を記載してください。
　≪行動計画等≫は、最終目標となる売
上高を達成するために「何を」「どの
ように」実行するか記載してください。

資
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   ●年  ●月  ●日 

住所 三重県●市●●町●●●-●● 

 

事業者  商工 太郎       印 

 

【 項目１～４は事業者が記載し、項目５～６は認定経営革新等支援機関等が記載してください 】 

１．現況、新商品の開発または新役務の内容、課題・重点取組項目、具体策 

≪ 現況（創業の場合は創業する目的、動機）≫ 

料理人としての知識や経験を活かし、本格的なイタリア料理店を開業したいと考えていました。テナントを探し 

ていたところ●●駅前に好立地な物件が見つかり、●市内に同様の飲食がないことから創業を決意しました。 

≪ 新商品の開発または新役務の内容 ≫ 

・店内は、劇場型ライブキッチンを採用し、活気ある雰囲気で、五感で楽しめる工夫が特徴です。 

・地元の松阪牛を売りにし、地元の野菜等を取り入れた本格イタリア料理。 

・国産ブドウを使用したこだわりワインから低価格ワインまで、リーズナブルな価格で提供します。 

経営上の課題項目 

（創業の場合は、重点取組項目） 

〔 該当項目に○またはチェック 〕 

課題項目または重点取組項目を踏まえた具体策 

経営全般  

   経営戦略の策定  

 ＩＴ化の遅れ  

 事業の「選択と集中」  

 事業承継・後継者問題  

 その他（      ）  

売上・収益  

   営業力の強化  

 販路拡大  

 市場の競争激化  

○ 商品開発力 →周辺企業に勤める OLや地域の方々に受け入れて頂けるようにお客様

の声を反映させたメニュー作りを行い、飽きさせない工夫を行います。 

 

 採算分析 

 原価・経費の削減 

 その他（      ）  

人材・マネジメント  

   管理者層の育成  

 必要な人材の採用  

○ 店舗マネジメントの向上 →オープンキッチンのライブ感を大切にし、活気あふれる雰囲気づくり

を心掛けます。店舗内の整理整頓をおこない、快適空間を維持できるよ

うに致します。 

 

 

 

 

 

 

 その他（      ） 

財務 

   設備投資計画の策定 

 資金繰り計画の策定 

 売掛金の回収期間長期化 

 在庫の削減 

 その他（      ） 

その他 

  （          ） 

事業計画書

【お客さまの情報の利用に関する同意】 
 ご提供いただきましたお客さまの情報および今後ご提供いただきます下記のお
客さまの情報につきましては、本融資制度の利用期間中、本制度を適切かつ円滑に
履行するために株式会社日本政策金融公庫と認定経営革新等支援機関との間にお
いて情報交換することを目的として、利用します。 
（１）資産・負債等財務に関する情報、本事業計画書および付属書面等本事業計画

を作成するにあたり提出する書面に記載のすべての情報 
（２）その他本融資制度の運用に必要な情報 
【中小企業経営力強化資金の対象者要件】 
本資金は、「策定した事業計画期間内において、年１回以上、事業計画進捗状況

を公庫に報告すること。」が対象者要件であること。 

 左記の利用目的を確認し、利用することに同意します。 

また、本資金の対象者要件について理解しました。 

２．業績推移と今後の計画                              （単位：万円） 

 
前期実績 今期見込 計画１期目 計画２期目 計画３期目 最終目標 

／  期 ●年 12月期 ●年 12月期 ●年 12月期 ●年 12月期 ●年 12月期 

売上高  2,000 2,050 2,100 2,150 2,200 

売上原価  800 820 840 860 880 

 Ａうち減価償却費       

売上高総利益  1,200 1,230 1,260 1,290 1,320 

販売管理費  710 720 730 740 750 

 

 

 

人件費  243 248 253 258 263 

 うち役員報酬  0 0 0 0 0 

Ｂ減価償却費  64 64 64 64 64 

営業利益  490 510 530 550 570 

 
営業外収益  0 0 0 0  

営業外費用  10 9 7 6 4 

Ｃ 経常利益  480 501 523 544 566 

特別損益       

法人税等       

当期利益  480 501 523 544 566 

総資産  800 736 672 608 544 

総負債  685 571 457 342 228 

自己資本  115 165 215 266 316 

 

３．借入金・社債の期末残高推移                           （単位：万円） 

調達先 
前期実績 今期見込 計画１期目 計画２期目 計画３期目 最終目標 

／  期 ●年 12月期 ●年 12月期 ●年 12月期 ●年 12月期 ●年 12月期 

既 

存 

借 

入 

金 

公庫  685 571 457 342 228 

       

       

       

       

小 計 0 685 571 457 342 228 

社 債       

新規借入金 800      

Ｄ 合 計 800 685 571 457 342 228 

４．計画終了時の定量目標および達成に向けた行動計画等 

≪ 定量目標 ≫5年目で年商 2,200万円の売上目標とする 

≪ 行動計画等 ≫ 

・飽きさせないメニュー開発・メール会員登録による特典付与やポイントカード作成によるリピーター化への取組みを行う。 

・駅前でのチラシ配布やポスティングを行う。・地域のフリーペーパーへの広告掲載や WEB上で宣伝を行う。 
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資
料
【
金
融
】

事業を営むほとんどの業種の方にご利用いただける普通貸付の記入例

個人事業主の方・法人代表者の方の
大・昭・平・令

令和　　年　　月まで希望
明・大・昭・平・令

（1.5）



関与税理士
税

務

署

整

理

欄

整 理 番 号 関係部門
連 絡

Ａ Ｂ Ｃ 番号確認 身元確認

□ 済 

□ 未済 

源泉用紙
交 付 

通信日付印の年月日 確認 印 確認書類 
個人番号カード／通知カード・運転免許証 
その他（ ） 

年 月 日

個人事業の開業・廃業等届出書 

税務署受付印 １ ０ ４ ０ 

届 出 の 区 分 

住所 氏名

所 得 の 種 類 ○不動産所得・○山林所得・○事業（農業）所得〔廃業の場合……○全部・○一部（ ）〕 

開業・廃業等日 開業や廃業、事務所・事業所の新増設等のあった日 年 月 日 

事 業 所 等 を 

新増設、移転、 

廃止した場合 

新増設、移転後の所在地 （電話） 

移転・廃止前の所在地 

廃業の事由が法

人の設立に伴う

ものである場合 

設立法人名 代表者名 

法人納税地 設立登記 年 月 日 

開業・廃業に伴

う届出書の提出

の有無 

「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」 ○有・○無 

消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」 ○有・○無 

事 業 の 概 要 

できるだけ具体 

的に記載します。 

給
与
等
の
支
払
の
状
況 

区 分 従事員数 給与の定め方 税額の有無 
そ
の
他
参
考
事
項 

専 従 者 人 ○有・○無 

使 用 人 ○有・○無 

○有・○無 

計 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の 
提出の有無 ○有・○無 給与支払を開始する年月日 年 月 日 

個人事業の開廃業等について次のとおり届けます。 

税務署長 

平成 年 月 日提出 

税 務 署 長 

年 月 日 提 出

納 税 地

○住所地・○居所地・○事業所等（該当するものを選択してください。）
〒 －

（ ）

上 記 以 外 の

住 所 地 ・

事 業 所 等

納税地以外に住所地・事業所等がある場合は記載します。
〒 －

（ ）

フ リ ガ ナ
生
年
月
日

年 月 日生

○大正

○昭和

○平成

○

氏 名
㊞

個 人 番 号

職 業

フリガナ

屋 号

氏名

○開業（事業の引継ぎを受けた場合は、受けた先の住所・ 氏名を記載します。）

住所

  事務所・事業所の（○新設・○増設・○移転・○廃止） 

○廃業（事由）

（事業の引継ぎ（譲渡）による場合は、引き継いだ（譲渡した）先の住所・氏名を記載します。）

０

令和

開業に○をする。

開業日を記入する。

青色申告を希望する場合
は有に○し、これらの申請

書を提出する。

具体的な事業の内容を記
入する。

従業員などに給与を支払
うことが決まっているよ
うなら、その支払い人数
と源泉徴収の有無を記載
する。

［概　要］独立開業した場合は、税務署に開業の届出を行う必要があります。
　　　　　個人事業の開業届は、法律によりすべての事業主に提出が義務づけられています。
［期　限］事業の開始等の事実があった日から１か月以内にする。
［提出先］納税地（原則住所地）を所轄する税務署長あてに提出する。

11 資料【税務】

個人事業の開業届出手続きおよび記入例

資
料
【
税
務
】

納税地以外に住所、事業
所等がある場合は、その
所在地、電話番号を記入
する。

税務署に提出する際は、ご自
身の控えとしてコピーをとり、
その「控え」にも、収受印を
もらうことをお勧めします。

職業欄は、業種がわかり
にくい場合は、具体的に
記入する。屋号があれば、
記入する。

納税地､ 氏名､ 生年月日、
職業、屋号、電話番号を
記入する。



所得税の青色申告承認申請書 

１ ０ ９ ０ 

名称 所在地

名称 所在地

２ 所得の種類（該当する事項を選択してください。） 

○事業所得 ・○不動産所得 ・○山林所得

３ いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無 

⑴ ○有（○取消し・○取りやめ） 年 月 日 ⑵ ○無 

４ 本年１月 日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日 年 月 日 

５ 相続による事業承継の有無 

⑴ ○有 相続開始年月日 年 月 日 被相続人の氏名 ⑵ ○無

６ その他参考事項 

⑴ 簿記方式（青色申告のための簿記の方法のうち、該当するものを選択してください。）

○複式簿記・○簡易簿記・○その他（ ） 

⑵ 備付帳簿名（青色申告のため備付ける帳簿名を選択してください。）

○現金出納帳・○売掛帳・○買掛帳・○経費帳・○固定資産台帳・○預金出納帳・○手形記入帳

○債権債務記入帳・○総勘定元帳・○仕訳帳・○入金伝票・○出金伝票・○振替伝票・○現金式簡易帳簿・○その他

⑶ その他

税務署受付印 

令和 年分以後の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します。 

１ 事業所又は所得の基因 となる資産の名称及びその所在地（事業所又は資産の異なるごとに記載します。） 

税 務 署 長 

年 月 日 提 出 

納 税 地 

○住所地・○居所地・○事業所等（該当するものを選択してください。）

（〒 － ） 

（ ） 

上 記 以 外の 
住 所 地 ・ 
事 業 所 等 

納税地以外に住所地・事業所等がある場合は記載します。 
（〒 － ） 

（ ） 

フ リ ガ ナ 生
年
月
日

 年 月 日生 
氏 名 ㊞ 

職 業 

フ リ ガ ナ 

屋 号

関与税理士
税

務

署

整

理

欄 

整 理 番 号 関係部門
連 絡

Ａ Ｂ Ｃ

通 信 日 付 印 の 年 月 日 確認 印 

年 月 日

０

○大正

○昭和

○平成

○令和

所轄税務署名を書く

提出日を書く

税務署に提出する際は、ご自
身の控えとしてコピーをとり、
その「控え」にも、収受印をも
らうことをお勧めします。

［概　要］確定申告の方法は、白色申告と青色申告の２通りがあります。
　　　　　青色申告は、正しい経理を促進するためにもうけられた制度で、節税に役立つ数多くの特典を受けるこ
　　　　　とができます。
［期　限］開業の日が１月15日以前のときは適用を受けようとする年の３月15日まで。
　　　　　開業が１月16日以降のときは開業の日から２か月以内。
［提出先］納税地（原則住所地）を所轄する税務署長あてに提出する。

青色申告制度を受け
ようとする年分

所得の種類は、
事業所得を選択する。

１月16日以降の場合、
その開業日

複式簿記か、簡易簿
記を選択する。

簡易簿記では、最低
限、現金出納帳、経
費帳を選択しておく
こと。必要になれば、
売掛帳、買掛帳など
を順次備え付けてい
く。
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●

青色申告承認申請手続きおよび記入例

納税地､氏名､生年月
日、職業、屋号、電話番
号を記入する。

納税地以外に住所、
事業所等がある場合
は、その所在地、電
話番号を記入する。

職業欄は、業種がわ
かりにくい場合は、
具体的に記入する。
屋号があれば、記入
する。



※整理番号

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

令和 年 月 日

税務署長殿

所得税法第 条の規定により次の

とおり届け出ます。

住 所 又 は

本店所在地

〒

電話（ ） －

（フリガナ）

氏名又は名称

個人番号又は

法 人 番 号

↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

（フリガナ）

代 表 者 氏 名 ○印

注 「住所又は本店所在地」欄については、個人の方については申告所得税の納税地、法人につい

ては本店所在地（外国法人の場合には国外の本店所在地）を記載してください。

開設・移転・廃止年月日 平成・令和 年 月 日 給与支払を開始する年月日 平成・令和 年 月 日

○届出の内容及び理由
（該当する事項のチェック欄□に✓印を付してください。）

「給与支払事務所等について」欄の記載事項

開設・異動前 異動後

開設

□ 開業又は法人の設立

□ 上記以外

※本店所在地等とは別の所在地に支店等を開設した場合

開設した支店等の所

在地

移転

□ 所在地の移転 移転前の所在地 移転後の所在地

□ 既存の給与支払事務所等への引継ぎ

引継ぎをする前の

給与支払事務所等

引継先の給与支払

事務所等
理由 □ 法人の合併 □ 法人の分割 □ 支店等の閉鎖

□ その他

（ ）

廃止 □ 廃業又は清算結了 □ 休業

その他（ ） 異動前の事項 異動後の事項

○給与支払事務所等について

開設・異動前 異動後
（フリガナ）

氏名又は名称

住所又は所在地

〒

電話（ ） －

〒

電話（ ） －

（フリガナ）

責任者氏名

従事員数 役員 人 従業員 人 （ ）人 （ ） 人 （ ） 人 計 人

その他参考事項

税 理 士 署 名 押 印 ○印

※税務署

処理欄

部門
決算
期

業種
番号 入力

名簿
等

用紙
交付

通 信
日付印 年 月 日

確認
印

番号確認 身元確認 確認書類
個人番号カード／通知カード・運転免許証
その他（ ）

□ 済
□ 未済

改正

事

務

所

開

設

者

（

規

格

Ａ

４

）

資
料
【
税
務
】

［概　要］給与を支払うべき従業員などがいる場合には、給与支払事務所等の開設届出書を提出する必要がありま
　　　　　す。給与や賞与などから所得税を天引き（源泉徴収）し、納税者に代わって税金を納付しなければなり
　　　　　ません。
［期　限］従業員を雇い入れてから１か月以内。

税務署に提出する際は、ご自身の控
えとしてコピーをとり、その「控え」
にも、収受印をもらうことをお勧め
します。

津

三重　太郎

マ イ ナ ン バ ー を 記 入 す る

●●●－●●●●
三重県津市丸之内●●番地

●●　　　７　　　１０

●●　　　　７　　　　　１ ●●　　　　７　　　　　３１

ショウコウデンカテン

ショウコウデンカテン

商工電化店

商工電化店

●●●　　　●●●　　　　　●●●●

●●●－●●●●

三重県津市丸之内●●番地

●●●　　　　●●●　　　　　●●●●

ミエ　タロウ

三重　太郎

ミエ　タロウ

１ １

事務担当者の名前を
記入する。
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給与支払事務所等の開設届出手続きおよび記入例

「開設」を○で囲
み開設日は従業員
を雇い入れた日を
記入する。

［提出先］納税地（原則住所地）を所轄する税務署長あてに提出。事務所や店舗など給与の支払場所が納税地と異
なる場合は、その事務所等の所在地の所轄税務署長あてに提出する。

注）「個人事業の開業届出書」に所定の記入をして提出されている場合は、この届出書を提出される必要は
ありません。



源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

※整理番号

令和 年 月 日

税務署長殿

住 所 又 は

本 店 の 所 在 地

〒

電話 － －

（フリガナ）

氏 名 又 は 名 称

法 人 番 号
※個人の方は個人番号の記載は不要です。

（フリガナ）

代 表 者 氏 名 ○印

次の給与支払事務所等につき、所得税法第 条の規定による源泉所得税の納期の特例についての承認を申

請します。

給与支払事務所等の所在地

※ 申請者の住所（居所）又は本店（主

たる事務所）の所在地と給与支払事

務所等の所在地とが異なる場合に記

載してください。

〒

電話 － －

申請の日前６か月間の各月末の給与の

支払を受ける者の人員及び各月の支給

金額

〔外書は、臨時雇用者に係るもの〕

月 区 分 支 給 人 員 支 給 額

年 月 人 円

年 月 人 円

年 月 人 円

年 月 人 円

年 月 人 円

年 月 人 円

１ 現に国税の滞納があり又は最近に

おいて著しい納付遅延の事実がある

場合で、それがやむを得ない理由によ

るものであるときは、その理由の詳細

２ 申請の日前１年以内に納期の特例

の承認を取り消されたことがある場

合には、その年月日

税 理 士 署 名 押 印 ○印

※税務署

処理欄
部門

決 算

期

業種

番号
番号 入力 名簿

通 信

日付印
年 月 日

確認

印

改正

外 外

外 外

外 外

外 外

外 外

外 外

給

与

支

払

事

務

所

等

に

関

す

る

事

項
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［概　要］給与支払事務所等になると、給与支払日の翌月10日までに源泉所得税を納めなければなりません。た
　　　　　だし、給与を受け取っている人の数が常時10名未満の場合は、１～６月まで（前期）は７月10日まで、
　　　　　７～12月まで（後期）は翌年１月20日までにまとめて納付できます。
　　　　　納期の特例は、小規模事業者の毎月の源泉所得税納付の煩雑さを解消しようというものですが、あくま
　　　　　でも給与所得者の源泉所得税の代理納付です。
［期　限］特になし（納期の特例を希望しない場合は提出不要）

税務署に提出する際は、ご自身の控えとし
てコピーをとり、その「控え」にも、収受印
をもらうことをお勧めします。

津 三重　太郎

●●●－●●●●

三重県津市丸之内●●番地

●●　　　９　　　　１５

ショウコウデンカテン

商工電化店

●●●　　　　●●●　　　　●●●●

●●●－●●●●
三重県津市丸之内●●番地

●●●　　　　●●●　　　　●●●●

●●　　７　　　　　　　　１　　　　　　　　　２００，０００

●●　　８　　　　　　　　１　　　　　　　　　２００，０００

ミエ　タロウ

個人番号は記入不要
法人番号は記入する。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請手続きおよび記入例

［提出先］納税地（原則住所地）を所轄する税務署長あてに提出。事務所や店舗など給与の支払場所が納税地と異
なる場合は、その事務所等の所在地の所轄税務署長あてに提出する。



 

青色事業専従者給与に関する  書 
税務署受付印 １ １ ２ ０ 

令和 年 月以後の青色事業専従者給与の支給に関しては次のとおり

ので届けます。

１ 青色事業専従者給与（裏面の書き方をお読みください。） 

専 従 者 の 氏 名 続 柄

年 齢
仕 事 の 内 容 ・
従 事 の 程 度

資 格 等

給 料 賞 与

昇 給 の 基 準
経験
年数

支給期 金額（月額） 支給期 支給の基準（金額）

１

歳 円

年

２

３

その他参考事項（他の職業の併有等） ３ 変更理由２ （変更届出書を提出する場合、その理由を具体的に記載します。）

４ 使用人の給与（この欄は、この届出（変更）書の提出日の現況で記載します。）

使 用 人 の 氏 名 性 別

年 齢
仕 事 の 内 容 ・
従 事 の 程 度

資 格 等

給 料 賞 与

昇 給 の 基 準
経験
年数

支給期 金額（月額） 支給期 支給の基準（金額）

１

歳 円

年

２

３

４

※ 別に給与規程を定めているときは、その写しを添付してください。

○定 め た

○変更することとした

○届 出 
○変更届出

税 務 署 長 

年 月 日 提 出 

納 税 地

○住所地・○居所地・○事業所等（該当するものを選択してください。）
〒 －

（ ）

上 記 以 外 の

住 所 地 ・

事 業 所 等

納税地以外に住所地・事業所等がある場合は記載します。
〒 －

（ ）

フ リ ガ ナ
生
年
月
日

年 月 日生
氏 名

㊞

職 業

フリガナ

屋 号

関与税理士
税

務

署

整

理

欄

整 理 番 号 関係部門
連 絡

Ａ Ｂ Ｃ

通 信 日 付 印 の 年 月 日 確認印 
※
青
色
専
給
届
出
書

年 月 日

０

○大正

○昭和

○平成

○令和
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［提出期限］開業の日が１月15日以前のときは適用を受けようとする年の３月15日まで。

　　　　　　専従者がいることになった日から２ヶ月以内
　　　　　　開業が１月16日以降のときは開業の日から２ヶ月以内

［提 出 先］納税地（原則住所地）を所轄する税務署長あてに提出する。

税務署に提出する際は、ご自
身の控えとしてコピーをとり、
その「控え」にも、収受印をも
らうことをお勧めします。

津

三重　太郎

家電販売業

三重花子　　 妻　
40　
12

販売・記帳
毎日8時間程度

日商簿記３級
毎月

末日

毎月

末日

６月 　２ヶ月

12月　 ２ヶ月

６月 　２ヶ月

12月　 ２ヶ月
■■■■　　　女　　

25　

３　
販売・接客 　　　　　－ 188,000 毎年おおむね２％

従業員の昇給
基準と同じ250,000

●●●　　●●●●

三重県津市丸之内●●番地

平成●●　　　●　　　　　●

●●　　 ●

ショウコウデンカテン

商工電化店

●●●　　●●●　　●●●●

●●　　●　　　●

ミエ　タロウ

給与の支給期は毎月
の支払日。
給与の支給額（月額）、
賞与の支給額、金額、
昇給は使用人と同じ
昇給基準とする。

青色事業専従者給与に関する届出手続きおよび記入例
［概　　要］青色事業専従者とは、生計を一にしている配偶者や親、子供（15歳未満を除く）などの親族で、青色

申告者の営む事業に専ら従事（補助）する者をいいます。



25

必要経費分類表
科　　目 経　費　に　な　る　も　の 経費にならないもの

所得税における経費になるかならないかの判定は、この表を参考にして
ください。わからないことがあれば商工会議所に問い合わせください。
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科目別消費税対象項目一覧表

「判定」欄の…
○は、その勘定科目に属するすべての取引が課税または仕入税額控除の対象

となるもの
×は、その勘定科目に属するすべての取引が非課税、課税対象外又は仕入税

額控除できないもの
△は、その勘定科目の取引のなかに課税や非課税、仕入税額控除対象、対象

外等が混在するものを示す

【消費税のしくみ】

　消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供

などの取引に対して、広く公平に課税されます

が、生産、流通などの各取引段階で二重三重に税

がかかることのないよう、税が累積しない仕組み

が採られています。

　商品などの価格に上乗せされた消費税と地方消

費税分は、最終的に消費者が負担し、納税義務者

である事業者が納めます。

消費税の課税対象になるかならないかの判定は、この表を参考にしてくださ
い。わからないことがあれば商工会議所に問い合わせください。

自動車保険料、軽油引取税

使途不明金、
ゴルフ場利用税
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通
勤
職
務

基
本
給

基
本
給

親
睦
会
費

口
座
振
込

○
○

○
○

毎
年
４
月
業
績
等
を
勘
案
し
て手
当
手
当

20 末
20 末

距
離
に
応
じ
て
支
給

職
務
遂
行
能
力
に
応
じ
て
支
給

５
０

３
.
 業

務
命
令
に
対

す
る
重

大
な
違

反
行
為
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12 資料【労務】
書式ダウンロード先　
厚生労働省　http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/労働条件通知書記入例 厚生労働省  労働条件通知書

中
小
事
業
主
の
場
合
25
％

の
猶
予
措
置
が
令
和
５
年

３
月
31
日
ま
で
あ
り
。
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事業所を所轄

所轄

所轄

の
公共職業安定所

事業所を所轄の
公共職業安定所

事業所に関する事務手続き

被保険者に関する事務手続き

　健康保険・厚生年金保険共通

健康保険のみ

28

労
働
保
険
に
係
る
手
続
き
一
覧

健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
に
係
る
手
続
き
一
覧

被保険者資格取得届
厚生年金保険70歳以上被用者該当届

〔被扶養者がある者については被扶養者届を、
または以前に厚生年金保険の被保険者であっ
た者は「年金手帳（基礎年金番号通知書等）」
を持っている者はその手帳を添付のこと〕
被保険者資格喪失届
厚生年金保険70歳以上被用者
不該当届

〔健康保険被保険者証を添付すること〕

被保険者報酬月額算定基礎届
70歳以上被用者算定基礎届

※日本銀行の本店、支店、代理店及び歳入代理店（全国の銀行、信用金庫の本店・支店、郵便局でも可）

公共職業安定所
労働基準監督署
都道府県労働局

労働基準監督署
又は都道府県
労働局
又は金融機関※

事業所関係変更（訂正）届

被扶養者（異動）届／第3号被保険者関係届

適用事務所名称／所在地変更（訂正）届

社会保険審査官

被保険者報酬月額変更届
70歳以上被用者月額変更届

・70歳以上被用者賞与支払届

処 分 を 知 っ た
日 の 翌 日 か ら
 3 か月以内

被保険者が同一企業内
で 転 勤 し た と き

事業主が行うべきこと



60／1000

88／1000

18／1000
38／1000

16／1000
2.5／1000
49／1000
26／1000
62／1000
11／1000
9／1000
9／1000
9.5／1000
12／1000
6.5／1000
15／1000

6／1000

4／1000
14／1000
6.5／1000
3.5／1000
4.5／1000
6／1000
13／1000
18／1000
26／1000
6.5／1000
7／1000
5.5／1000
16／1000

6.5／1000
7／1000

10／1000

23／1000
2.5／1000

2.5／1000
4／1000

3.5／1000
6.5／1000
4／1000
9／1000
9／1000
13／1000

13／1000
5.5／1000

13／1000

6.5／1000
2.5／1000
3／1000
2.5／1000
3／1000
47／1000

3／1000

5／1000

19％
19％
17％
24％
23％
23％
38％ ※その他のもの21%
24％

労務費率

労働保険料の算定基礎とならないもの（賃金と解されないもの）
実費弁償的なもの 恩恵的なもの その他

出張旅費、赴任手当 災害見舞金、療養見舞金、傷病見舞金 休業補償費（労基法第76条：無過失賠
償責任に基づき事業主が支払うもので
あって労働の対償とは認められない）移転料 結婚祝金、死亡弔慰金、出産見舞金（個人

的な吉凶禍福に対して支給されるもの）
寝具手当、工具手当

車の損料 祝祭日、創立記念日に特別に支給される給
与（労働協約等に定めがなく、恩恵的に支
給する場合。）

解雇予告手当

出産手当金、傷病手当金（傷病手当金
に付加して事業主から支給される給付
額についても恩恵的と認められる。）海外手当、在外手当（その者が国内勤務に

服する場合に支払われるべき給与に対応す
る部分は賃金と認められる。）

退職金（退職を事由として退職時に支
払われるもの）、脱退給付金付き団体定
期保険の保険料

残業をした際等にたまたま支給された夜食

離職後に決定された給与（昇給含む）及び
賞与

会社が全額負担する生命保険の掛金

財産形成貯蓄のため事業主が負担する
奨励金等

［雇用保険料の計算方法］

［労災保険料の計算方法］

［建設事業の計算方法］

［一般拠出金の計算方法］

年間賃金総額
×

雇用保険料率
▼

雇 用 保 険 料

賃 金 総 額
×

労 災 保 険 率
▼

労 災 保 険 料

請 負 金 額
×

労 務 費 率

＝

賃 金 総 額
×

1000分の0.02

賃 金 総 額
×

労 災 保 険 率
▼

労 災 保 険 料

①
労働者負担

②
事業主負担

①＋②
雇用保険料率

一般の事業 3/1000 6/1000 9/1000

農林水産・

清酒製造の事業
4/1000 7/1000 11/1000

建設の事業 4/1000 8/1000 12/1000

負担者

事業の種類

※１円未満の端数が生じたときの端数の取扱い
　・被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合
　　端数が50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げる。
　　ただし、慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限りで
　　はない。
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（平成29年4月1日～）

（平成30年4月1日～）

保険料の計算【労働保険】



平成31年4月分（5月納付分）からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表平成31年4月分（5月納付分）からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

・健康保険料率：平成30年3月分～　適用　　　・厚生年金保険料率：平成29年9月分～　適用

・介護保険料率：平成31年3月分～　適用　　　・子ども・子育て拠出金率：平成31年4月分～　適用0.34%

（三重県） （単位：円）

全  額 折半額 全  額 折半額 全  額 折半額

円以上 円未満

～
～
～

4（1） ～
5（2） ～
6（3） ～
7（4） ～
8（5） ～
9（6） ～
10（7） ～
11（8） ～
12（9） ～
13（10） ～
14（11） ～
15（12） ～
16（13） ～
17（14） ～
18（15） ～
19（16） ～
20（17） ～
21（18） ～
22（19） ～
23（20） ～
24（21） ～
25（22） ～
26（23） ～
27（24） ～
28（25） ～
29（26） ～
30（27） ～
31（28） ～
32（29） ～
33（30） ～
34（31） ～

～
～ ※厚生年金基金に加入している方の
～
～ 　定められている免除保険料率
～   （2.4％～5.0％）を控除した率となり
～ 　ます。
～
～ 　加入する基金ごとに異なりますの
～ 　で、免除保険料率および厚生年金
～ 　基金の掛金については、加入する
～ 　厚生年金基金にお問い合わせ
～ 　ください。
～
～
～
～

　34（31）等級の「報酬月額」欄は、厚生年金保険の場合「605,000円以上」と読み替えてください。
◆平成31年度における全国健康保険協会の任意継続被保険者について、標準報酬月額の上限は、300,000円です。

18.300%※

　厚生年金保険料率は、基金ごとに

◆介護保険第２号被保険者は、40歳から64歳までの方であり、健康保険料率（9.90%）に介護保険料率（1.73%）が加わります。
◆等級欄の（　）内の数字は、厚生年金保険の標準報酬月額等級です。
　4（1）等級の「報酬月額」欄は、厚生年金保険の場合「93,000円未満」と読み替えてください。

標  準  報  酬

報  酬  月  額

全国健康保険協会管掌健康保険料 厚生年金保険料（厚生年金基金加入員を除く）

介護保険第２号被保険者
に該当しない場合

介護保険第２号被保険者
に該当する場合

一般、坑内員・船員

等級 月  額

［賞与の健康保険料の計算方法］ ［賞与の厚生年金保険料の計算方法］

標 準 賞 与 額
×

健 康 保 険 料 率
＋

（介護保険料率）
▼

健 康 保 険 料

標 準 賞 与 額
×

厚生年金保険料率
▼

厚生年金保険料

※標準賞与額の決め方
  　賞与額から千円未満を切り捨てた額

が標準賞与額となります。
　標準賞与額の上限は、健康保険は年

間累計額573万円。厚生年金保険と
子ども子育て拠出金は月間150万円と
なります。
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保険料の計算【社会保険】 協会けんぽ  保険料額表
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平成31年４月１日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。
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働き方改革
推進支援センター

働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃
金制度等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題につい
て、社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。

▶検索ワード� 働き方改革推進支援センター
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html

産業保健総合支援
センター

医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題について、
産業保健の専門家が相談に応じます。

▶検索ワード� 産業保健総合支援センター
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/sodan/tabid/122/Default.aspx

よろず支援拠点
生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる
課題について、専門家が相談に応じます。

▶検索ワード� よろず支援拠点
https://yorozu.smrj.go.jp/

商工会
商工会議所
中小企業団体中央会

経営改善・金融・税務・労務など、経営全般にわたって、
中小企業・小規模事業者の取組を支援します。

▶検索ワード� 全国各地の商工会WEBサーチ
http://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754

▶検索ワード� 全国の商工会議所一覧
https://www5.cin.or.jp/ccilist

▶検索ワード� 都道府県中央会
https://www.chuokai.or.jp/link/link-01.htm

ハローワーク
求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や
就職面接会などを実施しています。

▶検索ワード� ハローワーク
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

医療勤務環境改善支援
センター

医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関の
ニーズに応じて、総合的なサポートをします。

▶検索ワード� いきサポ
https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/

労働基準監督署
労働時間相談・支援コーナー

時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相談に応じます。
▶検索ワード� 労働基準監督署

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

都道府県労働局
【パートタイム労働者、有期雇用

労働者関係】
雇用環境・均等部（室）

【派遣労働者関係】
需給調整事業部（課・室）

正社員と非正規社員（パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労
働者）の間の不合理な待遇差の解消に関する相談に応じます。

▶検索ワード� 都道府県労働局
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

■ 働き方改革関連法に関する相談については、以下の相談窓口をご活用ください。

■ 働き方改革の推進に向けた課題を解決するために、以下の相談窓口をご活用ください。

相

が開始されました！

談 窓 口 の ご 案 内

法
律
に
つ
い
て

課
題
解
決
の
支
援

施行：平成３１年４月１日～  ※中小企業は、令和２年４月１日～

施行：令和２年４月１日～  ※中小企業は、令和３年４月１日～

施行：平成３１年４月１日～
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三重県版経営向上計画申請書類の記入例 三重県版経営向上計画（令和元年6月7日現在）
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経営力向上計画申請書類の記入例 経営力向上計画様式（令和元年7月16日現在）

29 4 2 3
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27 5,300,000 28 5,420,000

27 85,000 28 80,000
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経営向上

■紀和支所
〒519-5413 熊野市紀和町板屋 81 TEL0597-97-0179


